
【西蒲区】区バス運行計画（変更）（案）について 

１．経緯及び変更内容 

  西蒲区区バスは、政令市移行に伴う区制導入時、新たに生じる人の流れに対応するた

め、平成 19年３月に運行を開始した。
  通学利用の利便性向上を目的に、昨年度から朝の１便、今年度から午後２便を巻高校

前経由で運行している。また、同じく今年度から、車両をどなたでも乗降しやすい低床

ノンステップバスに変更した。

  来年度は巻駅前～巻高校前・堀山の区間について、現在 150円の運賃を 50円とし、普
段バスを利用しない高校生がバスを利用するきっかけを作ることで、区バスの利用者増

加を目指す。

２．運行概要 

平成 30年度 平成 31年度
(1)運行期間 通年 通年

(2)運行日 月曜～金曜(祝日・12/29～1/3除く） 月曜～金曜(祝日・12/29～1/3除く）
(3)便数
・運行時間帯

14便 始発便   6:13発
第 14便 18:45発

14便 始発便   6:13発
第 14便 18:45発

(4)運賃 対キロ運賃制 対キロ運賃制（巻駅前～堀山区間内

のみでの乗降：50円）
(5)ルート概要 新飯田橋～巻・潟東ＩＣ～巻駅前

巻・潟東ＩＣ～巻駅前

【第３～４便】

新飯田橋～巻・潟東ＩＣ～巻駅前～

巻高校前～巻・潟東ＩＣ

【第９～10、11～12便】
巻・潟東ＩＣ～巻駅前～巻高校前～

巻・潟東ＩＣ～新飯田橋

新飯田橋～巻・潟東ＩＣ～巻駅前

巻・潟東ＩＣ～巻駅前

【第３～４便】

新飯田橋～巻・潟東ＩＣ～巻駅前～

巻高校前～巻・潟東ＩＣ

【第９～10、11～12便】
巻・潟東ＩＣ～巻駅前～巻高校前～

巻・潟東ＩＣ～新飯田橋

(6)運行形態 道路運送法第４条 道路運送法第４条

(7)収支率 42%（H30.11末時点）

資料1



３．利用状況 

４．変更日（予定）

 平成 31年４月１日（月）

1456
1566 1628

1425

852

1396
1480

1399

1095
1221 1243

1048
766

1062
1101

994
918 872 915

856

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月11月 12月 １月 ２月 ３月

H30

H29

平成 29 年度及び 30年度の西蒲区区バス利用者数 

(人)


